
〇役割 母子保健機能（地域保健活動担当）と児童福祉機能（子育て支援室）の
機能や役割は維持しながら、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、母子
保健・児童福祉双方の連携・協働を深め、虐待への予防的な関わりから個々の
家庭に応じた切れ目のない一体的な支援を行う。

〇運営開始日 令和６年４月１日

「こども家庭センター」について 【イメージ図】

こども家庭センターの設置について



〇実施体制



「合同ケース会議」について

「サポートプラン」について



「こども家庭センター」について 【国の動き】
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